
3 
 

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について 

平成元年 3 月 31 日 保発第 28 号 
各都道府県知事あて  
厚生省保険局長通知 

 
 「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品」（昭和 63 年 3 月厚生省告示第 121 号）（以下「旧使用

医薬品告示」という。）は、昭和 63 年 4 月 1 日から実施されているところであるが、今般、「使

用薬剤の購入価格（薬価基準）（平成元年 3 月 18 日厚生省告示第 35 号）」（以下「新薬価基準」

という。）が告示され 4 月 1 日から実施されることに伴い、旧使用医薬品告示を平成元年 3 月 31
日厚生省告示第 86 号（以下「新使用医薬品告示」という。）をもって全面改正し、平成元年 4 月

1 日から適用することとした。 
 今回の改正の概要は、下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知す

る。 
記 

1．新使用医薬品告示により、新薬価基準の別表に収載されている医薬品等について、保険医が施

用し又は処方すること及び保険薬剤師が使用して調剤ができることとしたこと。 
2．新使用医薬品告示の別表に収載されている医薬品については、医薬品メーカーが製造（輸入）

する予定がなく薬価基準より削除希望のあった品目等であり、その使用期限を平成 2 年 3 月 31
日限りとしたこと。 

3．旧使用医薬品告示の別表に掲げる医薬品のうち、アギフトール S 錠 50mg 等 45 品目について

は、新使用医薬品告示の別表に収載したものであること。 
4．「医薬品再評価結果昭和 63 年度（その 3）」に基づき、オパスモン錠等 3 品目について、新使

用医薬品告示の別表に収載したものであること。 
5．今回の全面改正に伴い、新使用医薬品告示の別表に収載されている品目数は、次のとおりであ

ること。 
内用薬 注射薬 外用薬 歯科用薬剤 計 
166 51 13 3 233 
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